
 

 

 

 当金庫では、スキミング等による偽造キャッシュカードの作成防止のため、ＩＣ  

キャッシュカードを取扱いしております。 

このたび、ＩＣキャッシュカードの有効期限と更新手数料の取扱いにつきまして、

下記のとおり改定させていただきますのでお知らせ申しあげます。 

記 

１．改定日 

  平成２３年７月１５日（金） 

 

２．対象となるＩＣキャッシュカード 

① 平成２３年８月３１日以降に有効期限が到来するＩＣキャッシュカード 
② 改定日以降に新規で発行するＩＣキャッシュカード 
 

３．有効期限について 

  改定日前日までに発行 改定日以降に発行 

有効期限 ５年 有効期限はございません 

 

４．更新手数料について 

    改定前 改定後 

更新手数料 １，０５０円（税込み） 廃止（無料） 

 

５．改定日以降に発行するＩＣキャッシュカードについて 

           

           

        

 

          

 

 

  ※カードはサンプルにつき実際のカードと異なります。 

６．有効期限が到来したカードについて 

有効期限が到来したカードにつきましては、ご利用できなくなるため、有効期限  

到来前に新しいＩＣキャッシュカードをお届けのご住所にお送りいたします。 

誠にお手数をおかけいたしますが、有効期限が到来したカードは、お客さま自身で  

切断し、廃棄していただきますようお願い申しあげます。 

 

ご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。 

 以上 

表示有効期限：平成２４年３月３１日 

カードデザインは改定前と同様となりますが、有効 

期限欄に日付のエンボス（刻印）がなくなります。 

お客さま各位 

川崎信用金庫 

ＩＣキャッシュカードの取扱い改定に係るお知らせ 


